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特別障害者手当・障害児福祉手当のお知らせ 平成２６年秋季農作業
労働標準賃金協定表

　農業委員会では、秋季農作業労働標準賃金を次のとおり定
めました。
　これを目安とし、お互いの話し合いにより、取り決めてくだ
さい。

【問い合わせ先】 農業委員会事務局　☎６２－０７１５

【問い合わせ先】 農業委員会事務局　☎６２－０７１５

（消費税込み）

標準協定額作　業　名 摘　　要
一般農作業(男女共)

耕うん

バインダー刈

コンバイン刈

整備田
未整備田
整備田
未整備田
整備田
未整備田

稲脱穀（ハーベスター）
もみ運搬

8時間労働賄いなし

紐代含む。

結束の場合(10a当たり) 1,000円+紐代実費
倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。
倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。

状況の悪い所は、適宜加算する。

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。

6,900円
6,600円

10a当たり

〃

〃

〃
1kg当たり

7,200円
7,400円
8,400円
16,000円
19,100円
8,400円

6円

もみ摺り・乾燥 摺り上がり玄米
３０kg当たり 油代、袋代を含む。生籾水分量に

関係なく1,000円

稲
刈
り

新しい
農業委員決まる

　任期満了に伴う農業委員会一般選挙が7月1日に告示され、無投票により
19人の方が当選されました。また、議会や農業団体から推薦された6人を合わ
せ、新しい農業委員25人が決定しました。
　農業委員会は農業者の代表で構成される行政委員会で、農地の保全や有効
利用などに向けた活動を行います。
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議席番号 議席番号 担当集落担当集落氏　　名 氏　　名

遠藤

岸本

大寺、殿河内

籠原、栃原、大瀧、大内

間地、焼杉、船越、福吉、福島

二部区、福居

三部一区・二区

中祖、古市、父原

吉定、清山

宇代、荘一～三、長山、妙見寺、溝口一～五

押口

番原、須村

大江、上野、金屋谷、岩立

坂長

岩屋谷

谷川、白水、根雨原、貴住、宮原、大倉、大原

上細見、立岩、林ヶ原

吉長、駅前

大平原

久古、福原、口別所

小野、小町、金廻

真野、小林、藍野

丸山、大原

東畑池、西畑池、福岡区

井上祥一郎

堀尾　祐史

美甘　哲郎

光木　勝利

井澤　健一

大橋　幹男

宮﨑美知子

亀山　英登

妹尾　武晴

森田　徹郎

○ 小西　憲昭

● 車　　睦宏
富江、福永、大坂、末鎌、添谷

●は会長、  ○は職務代理任期：平成26年7月20日～平成29年7月19日

【問い合わせ先】 福祉課　福祉支援室　☎68－5534

【問い合わせ先】福祉課　福祉支援室　☎68－5534 加川　賢明
かがわ けんめい

野坂　賢一
のさか けんいち

影山　忠嗣
かげやま ただし

木村　修司
きむら しゅうし

影山　哲己
かげやま てつみ

畑　　嘉夫
はた よしお

池口　眞介
いけぐち しんすけ

山根　佳徑
やまね よしみち

有木　英昭
ありき ひであき

岡　　章義
おか あきよし

勝部　晴美
かつべ はるみ

永見　文夫
ながみ ふみお
仲田　健一
なかだ けんいち

ほりお ゆうし

いのうえしょういちろう

みかも てつろう

みつぎ かつとし

いざわ けんいち

おおはし みきお

みやざき みちこ

かめやま ひでと

せのお たけはる

もりた てつろう

こにし のりあき

くるま むつひろ

所得状況届の提出が必要です
　現在手当を受給者されている方は、毎年8月
11日から9月10日までの間に、所得状況届の提
出が必要です。提出されない場合は、８月分以降
の手当が支給停止になるなどの影響があります
ので、必ず期間中に手続きをしてください。

認定請求に必要な書類
①認定申請書
②認定診断書
③所得状況届　
④年金証書、特別児童扶養手当
　受給者証（写し）
⑤本人名義の預金通帳
⑥印鑑
※①～③の各用紙は福祉課にあります。

特別障害者手当 障害児福祉手当

20歳以上で、概ね身体障害者手帳1、2級程
度及び療育手帳A程度の障害が重複してい
る方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害
を有し、在宅生活している方。

20歳未満で、精神又は身体に著しく重度の
障害があり、日常生活において常時介護が
必要な、在宅生活している方。

本人、扶養義務者の所得制限があります。
施設入所または継続して病院に3ヶ月以上
入院しているときは、支給されません｡

本人、扶養義務者の所得制限があります｡
施設入所しているときは、支給されません｡

対象者

支給日

支給額

支給制限

2、5、8、11月の各１０日
※１０日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その前日。

26,000円／月 14,140円／月

特別障害者手当・障害児福祉手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

特別児童扶養手当のお知らせ 　特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以
上の障がいのある20歳未満の児童を養育してい
る父または母、もしくは父母にかわってその児童を
養育している方に支給されます。支給額（月額）、支給日

1級

2級

４９，９００円

手当額（月額） 支給日

33,230円

児童１人あたり

４月・８月・１１月（各月１１日）
※１１日が土曜日・日曜日・祝日に
　あたるときは、その前日。

次の方は対象になりません
・児童、父母または養育者が国内に住所がないとき
・支給対象児童が、障がいを事由に年金を受け取ることができるとき
・支給対象児童が、児童福祉施設など（通園・通所施設は除く）に入所しているとき
・手当を受ける方及び同居されている親族などの前年の所得が、一定以上であるとき

　受給資格者は、毎年８月１１日～９月１０日までの
間に所得状況届の提出が必要です。この届を出さ
ないと、その年の８月以降の手当を受けることがで
きません。未提出のまま２年経過すると受給資格が
なくなります。

所得状況届の提出が必要です
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